
平成２９年１１月 

               京都市子ども若者はぐくみ局幼保総合支援室 

 

 

 
  

 ☞ 企業のニーズに応じた保育所の柔軟な設置・運営に対して助成を行う制

度です。 

   

  

 

 
 

 ☞ 平成 28 年度から始まった新しい事業です。 

 ☞ 国から認可保育所並の整備費・運営費の助成金が得られます。 

  ＜参考例＞ 京都市内において，定員 20 人で実施した場合 

   運営費の助成額 

 

 

 

   

 

   

   

   整備費の助成額 

  

  

   

    

 ☞ 政府は，28 年度から 29 年度末までに本事業で約７万人分を確保する予

定ですが，本年９月までの募集で既に定員に達しました。ただし，報道等に

よると，来年度も追加で整備が続く見込みです。 

 ☞ 今年度の申込状況を考慮すると，来年度についても早期に定員に達する

可能性が見込まれます。早めの検討が得策です！ 

 ☞ 京都市も企業の皆様の取組を支援してまいります。 

 

 

 

 

  ＜京都市の相談窓口＞ 

   子ども若者はぐくみ局幼保総合支援室  電話：０７５－２５１－２３９０ 

    http://www.city.kyoto.lg.jp/hagukumi/page/0000220933.html 

   ＜国の相談窓口＞ 

   企業主導型保育事業ポータルサイト（児童育成協会）  

    http://www.kigyounaihoiku.jp/ 

• 働き方に応じた多様で柔軟な保育サービスが提供できます。  

  （延長・夜間、土日の保育，短時間・週２日のみの利用も可能） 

• 複数の企業が共同で設置することができます。 

• 他企業との共同利用や地域住民の子供の受け入れができます。 

・ 固定資産税等の減免による支援を行っています。 

・ 京都市内での事業の実施（国への申請）を検討されるに当たって，

事業概要・設置基準等についての御相談をお受けしています。 

企業主導型保育事業のご案内 

※ 0～3歳児各 5 人，保育士比率１００％，1日 11 時間開所，週 7 日未満開所の場合 

 0 歳児：232,760 円×5人 ＝     １，１６３，８００円 
 1 歳児：156,010 円×5人 ＝       ７８０，０５０円 
 2 歳児：156,010 円×5人 ＝       ７８０，０５０円 
 3 歳児： 99,200 円×5人 ＝       ４９６，０００円 
計（月額）           ３，２１９，９００円 

  年 額              ３８，６３８，８００円 
 利用者負担額相当分※      △８，２７４，０００円 
               ３０，３６４，８００円 
※ 利用者が負担する保育料相当分（利用者の代わりに企業が負担することもできます）は補助対象外となります。  

基本単価 定員 20 人（都市部）： ８０，９００，０００円
地域交流・一時預かりスペース加算：   ２，６４０，０００円 
病 児 保 育 ス ペ ー ス 加 算：  ２１，０１０，０００円 
設計料加算（新築の場合）：   ４，０４５，０００円 
計              １０８，５９５，０００円 

 工事費用 1 億 860 万円の

補助が受けられます！！ 

 年額３，０３６万円の運営

費が助成されます！！ 

 会社に「保育園」をつくりませんか！？ 


